
第四部 防災基本計画
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第１章 黒潮町の防災に関する基本的な考え方

１．基本的な考え方

2012年３月に、南海トラフの巨大地震による震度分布・津波高の推計が、内閣府

及び高知県から公表された。その内容は、最大震度が７、最大津波高が34.4mという

極めて厳しいものであったが、黒潮町は、いかなる困難な状況に直面しようとも、ま

ず住民の命を守るということを大原則とした取り組みを進めてきた。

「あきらめる」ことからは何も生まれない。それよりも、過去幾度となく繰り返さ

れた南海地震の甚大な被害からも、決してあきらめることなく「ふるさと」を再生し

てきた先人の経験に学び、現在の科学的知見による地震・津波のメカニズムをしっか

りと理解し、一人の犠牲者も出さないための南海トラフ地震・津波対策を完成させる

ことが何よりも大切であり、今を生きる私たちの責任である。

「あきらめない。揺れたら逃げる。より早く、より安全なところへ。」を共有の言

葉とし、「避難放棄者」を出さないという基本理念をもって各施策に取り組んでいく。

（参考：黒潮町南海トラフ地震・津波防災計画の基本的な考え方）

また、南海トラフ地震・津波以外の一般災害に関しても、黒潮町は災害が発生しや

すい自然条件下にあり、県と共に、これまで災害発生原因の制御、予測と耐災環境の

整備に資源の投入を図ってきた。しかしながら、災害の発生を完全に防ぐことは不可

能であり、時として多大な人命並びに財産を失うことも起こり得る。

そこで、町においては、自然災害の防備に対しては、自然的な立地条件などに基づ

く科学的な対策並びに社会的な災害誘因を含めた総合的な見地から、災害時の被害を

最小化する「減災」の考え方を基本方針とし、とりわけ住民の命を守るための対策を

最重要視し、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み

合わせた防災対策を推進する。

（参考：黒潮町地域防災計画）

２．重点を置くべき事項

（１）南海トラフ地震・津波対策

南海トラフ地震・津波対策を進めるにあたっては、命を守る⇒命をつなぐ⇒応急

期⇒復旧・復興それぞれの段階で取り組みを進める。その際、いずれの段階におい

ても、生命の安全確保を最優先に考え、防災関係機関、事業者、町民が一体となっ

て、ハードとソフト対策を織り交ぜながら多重的に対策を講じていく。
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地震から命を守るための備えは、まず住宅の耐震化、家具転倒防止対策が命を守

る施策の根幹となる。住宅そのものの耐震化は、耐震診断の無料化、耐震設計、耐

震改修への上乗せ補助により著しい進捗がみられた。今後は、現在の住民負担を維

持できるよう国の制度を活用した住宅の耐震化を推進するとともに、さらなる耐震

化率の向上に向け、耐震化をためらう理由の分析、新たな対策の検討を進める。屋

内の家具転倒防止対策に関しても、地域での協力をえながら、対策を推進していく。

津波から命を守るための備えは、これまで進めてきた避難路の整備や避難タワー

の設置により避難困難地域が理論上解消できている。今後は、地域ごとの災害特性

（到達時間や津波の高さ、浸水予想範囲など）に応じた対策を検討しながら、いか

に避難行動へ繋げていくのかが重要である。南海トラフ地震・津波災害は、広範囲

への被害が想定されており行政単独での対応には限界がある。それぞれの地域で命

を守るためにどういった行動が必要か、地域の中で課題を共有し、検証を重ねてい

くことが重要である。地区防災計画活動を通じて、地域の議論を促し、あわせて、

自力での避難が困難な要配慮者についても、個別避難計画を中心とした避難の方策

を検討し、より良いものにしていく。また、津波浸水区域に所在する福祉施設につ

いては、難確保計画の作成や避難訓練の実施等、ソフト対策面で健康福祉課と連携

して、施設管理者を支援していく。

被災後に重要な要素となる情報の伝達手段に関し、本町が独自に整備を進めてき

た情報通信インフラ、通信ネットワーク環境を最大限活用した効果的・効率的な実

施に努めていく。命を守る上では、特に発災から72時間の対応が重要であり、迅速

な情報収集・発信、災害対応へとつなげることが必要である。DXをはじめとした最

新のデジタル技術等の活用を模索し、情報の精度と職員の運用能力の向上に努め、

地震・津波による犠牲者ゼロを目指す。

命をつなぐための備えとして、迅速な応急活動や医療救護活動を行うための体制

整備を進める。早期の道路啓開に向け、町内の建設会社との連携、県の道路啓開計

画における町内の防災拠点施設へのルート確保、被災直後の迅速なルートの確保に

向けた対応を引き続き行っていく。避難所の耐震化、備蓄倉庫への備蓄品整備を進

めるとともに、地域住民による自主的な避難所運営が行えるよう訓練等を行いなが

ら、避難所運営マニュアルの検証・見直しも行っていく。また、傷病者への医療救

護活動が確保されるよう、協定を結んでいる医療機関との連携訓練の実施や必要な

医療救護所への医薬品の整備に引き続き取り組む。

復旧・復興への備えとして、平時のうちから地域住民との協働による復興の基本

的な方針を検討し、あらかじめ復旧・復興に向けた合意形成の土台を作ることで、

被災地域の特性、被災住民のニーズに即した復興まちづくりへとつなげていく。

令和6年8月8日、運用開始から初の南海トラフ地震臨時情報（以下、「臨時情報」

という。）が発表、令和7年1月13日にも2回目となる調査中が発表されるなど、
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臨時情報に対する防災対応や有効活用する対策も重要となる。「黒潮町「南海トラ

フ地震臨時情報」に係る防災対応方針」を必要に応じ見直すとともに、避難行動要

支援者名簿に係る個別避難計画に活用するなど、要配慮者の事前の避難に活かして

いく。

（２）一般災害対策

近年頻発している記録的な集中豪雨等は、大規模な土石流や深層崩壊など今まで

の常識を超えた災害を引き起こしている。高知県下でも、平成26年８月及び「平成

30年7月豪雨」の豪雨・土砂災害が甚大な被害を及ぼした。

地球温暖化に伴う気象状況の激化や、突発的に発生する激甚な災害に対しては、

既存の施設や町主体の対策のみでは対応できない。災害対策を今後も維持・向上し

ていくためには、住民主体の防災対策を進めていく必要がある。

本町の土砂災害警戒区域等の該当地区においては、土砂災害への対策を地区防災

計画の項目として位置づけ、地区ごとに対策を検討し、「自主避難計画」を作成した。

今後も住民が自分たちの地域特性を理解し、起こりえる災害に対する認識の共有を

図ることで、自助、共助を基本とする土砂災害対策を講じていく。また、学校での

防災教育プログラム（台風・大雨洪水・土砂災害防災教育）にも積極的に関わって

いく。

（３）総合的対策

町全体の防災力の向上を図るためには、町をはじめとする公的機関が災害発生前

の予防対策や発生後の応急対策等の公助の取組を進めるだけでなく、地域住民が自

らの生命を守る取組や地域内で支え合う取組を進めることが重要である。黒潮町防

災は、自助、共助、公助それぞれが機能し合い、互いに連携することで構築される。

今後、町をはじめとする公的機関においては、国、県や各防災関係機関との連携

強化を図りながら、黒潮町地域防災計画に基づく防災体制を構築していく。また、

地区の住民が中心となって防災訓練に取り組むことで、自助、共助による防災のあ

り方を目指していく。

地域の消防団は、防災にかかる重点事項全てに関わる重要な存在であり、平時か

ら地域の担い手とならなければならない。しかし、近年の少子高齢化により消防団

員の確保・維持が課題となっている。対策について消防団と協議しながら団員の確

保に努めて行く。

また、地域防災の役割を担う消防団が、地区の防災等の協議に参加するよう促し

ていく。
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第２章 施策の方向性・具体的事業

１．南海トラフ地震・津波対策

（１）命を守る取り組み

地震及び津波による被害を減らすためには、揺れから命を守る対策や津波から逃

げるための対策が重要であり、建物の倒壊や家具等の転倒から身を守るための対策

を進めるとともに、避難路や緊急避難場所の適切な維持管理等を行うとともに、津

波の発生を伝えるさらなる情報伝達手段の構築を進める。また、あらゆる避難方法

に関する対応を排除せず、可能な限り避難の選択肢を多く持つ対策を検討する。

安全な住宅地の創生については、地域住民の合意形成や町の財政負担等に注視し、

国の防災集団移転促進事業や他の制度による住宅地の整備を模索する。その一つと

して、今後、建設が進む高規格道路の発生土を利用した高台の創出を検討していく。

また、社会福祉施設等における防災対策として、避難行動要支援者、要配慮者の入

所する施設に対して、施設管理者へ施設・設備の安全確保対策の実施を促すととも

に、町としても必要に応じて支援、協力を行う。

現在進めている地区防災計画の取組みを継続し、各地区の課題につながる活動と

していく。引き続き、地区サロンでの講防災話や学校教育と連携を図りながら、防

災が日常にある防災文化の創造を目指す。

① 耐震事業

地震への対応については、地震直後の強い揺れによる建物、コンクリートブロッ

ク塀の倒壊、家具等の転倒から身を守るため、今後も木造住宅耐震事業、ブロック

塀対策、家具転倒防止対策を推進していく。

木造住宅耐震等について、平成31年度より戸別訪問を休止して以降、減少傾向と

なったが、近年の資材費・人件費高騰等をふまえて改修費は令和５年度より補助金

の増額を行った。また、能登半島地震等、近年頻発する地震により、住民の関心が

高まり制度利用者は増加しているため、機を逃さないよう取り組みを進めていく。

そのうえで、現在の設計事務所・工務店の業務過多により耐震事業進捗に影響があ

る場合は、新たな事業者の発掘等を検討していく。

家具転倒防止対策については、令和3年度より補助内容を拡充したが、実施件数

実績（R６） 目標（R9）

木造住宅耐震化戸数 1,269 戸 1,570 戸

ブロック塀の安全対策実施数 214 箇所 275 箇所

家具転倒防止対策実施数 337 件 430 件
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が伸び悩んでいたため、令和５年度は防災地域担当制を活用し、地域と共に推進し

た結果、大きく申請数は伸びた。一方、ガラス飛散防止フィルム等の施工業者の育

成が課題となっている。

また、南海トラフ地震等の大規模災害時における避難所の確保のため、新たな施

設の掘り起こしを、耐震化とあわせて検討する。

② 避難道等整備事業

避難路の整備や津波避難タワーの建設など命を守るための避難空間の整備は完

成し、町民の意識も「避難をあきらめる」から「避難すれば助かる」という意識に

変化している。今後は、地区からの要望があった路線の内、新規避難道整備基準を

満たす、真に必要な路線に関して整備を行っていく。

③ 防災施設改修、維持補修

整備された津波避難タワーや避難路等の管理台帳を基に、日常的な管理や簡易な

修繕は各地区での対応とし、それら以外の構造物の改修、補修等については町での

対応となる。令和４年度には、地域担当職員と各地区が合同で避難道・避難場所の

点検を行い、修繕必要箇所や日常管理に関しての取りまとめを行った。この点検結

果を基に対応の優先度を踏まえた計画を立て修繕等を進め、費用が単年に集中する

ことのないよう管理台帳を活用しながら計画的に予算化していく。

④ 地区防災計画策定

防災地域担当職員制度による町と地域住民とが協働した実践的な対策を継続し

て推進する。各地区での防災に関する取組では、町と京都大学防災研究所とが連携

してコーディネートする役割を担い、地区防災計画活動を支援する。令和6年能登

半島地震で発生した孤立集落や外部からの支援が届き難い状況を鑑み、各地区にお

ける「1週間の自活方法」の模索を進め、そのための資機材等の整備を計画的に行

って行く。地区防災計画は、計画書の策定だけが目的ではなく、その策定過程を通

じて地区住民が地区の防災について認識を深めていくことが重要である。そうした

観点から地区住民の共通認識の発展、深化させていくよう内容をブラッシュアップ

していく。また、その内容について検証し、引き続き地区の実情や特性を踏まえな

がら、取り組みの弱い地区にはテコ入れを行う等、支援強化を行う。

⑤ 他の部局との連携

災害を自分のこととしてとらえ、地震や津波に対する正しい知識と行動力を町民

一人ひとりが身につけるための防災教育・学習を推進する。引き続き学校教育での

黒潮町防災教育プログラムを進め、子どもたちの学びが、各家庭・地域に反映され
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るよう取り組みを進めていく。社会福祉施設管理者による各施設の防災対策の状況

について、ハード、ソフトの両面から実態を把握するとともに、必要に応じて対策

の強化を促す。また、町の防災部局と福祉部局とが連携し、各施設における南海ト

ラフ地震防災対策計画の作成・修正を促し、南海トラフ地震臨時情報への対応及び、

長期的な避難を想定した町内施設間の連携、介護職員の応援派遣等の体制構築を推

進する。さらに、津波による浸水の恐れのある地域に所在する施設の高台移転につ

いて、必要に応じて支援・協力していく。

避難行動要支援者名簿に係る個別避難計画については、引き続き、福祉部署と連

携し、訓練等を通じてより実効性の高いものに仕上げていく。

⑥ ＩＣＴ防災減災対策

公設公営でサービス提供を行っていたインターネットは令和６年度より公設民

営化をしており、将来的には全施設の譲渡も検討をしている。災害時の情報通信イ

ンフラの確保については物理的な被害を考慮して町内を張り巡らせている光ケー

ブルだけでなく、スターリンクなどの新技術の活用など複数の手段を確保すること

が必要である。

また、災害対策本部・支部用務を円滑化するため、職員用の端末をデスクトップ

から持ち運び可能なノートパソコンへと変更し、執務室内も有線と無線の両方で業

務ネットワークに接続できるよう整備していく。

整備している機器の使用方法については定期的にマニュアルを更新するととも

に、誰でも使用できるように定期的な訓練を行っていく。

自治体DXの推進に合わせて、さまざまなデジタル技術が発表されており、新技術

を活用した防災減災対策のブラッシュアップを行っていく必要がある。デジタルの

強みである災害時の情報発信、情報収集、情報整理などを重点的にICT化を図って

いく。

⑦ 「南海トラフ地震臨時情報」への取り組み

令和6年8月に発表された臨時情報に対する防災対応を活かし、町の体制や対応方

針を見直し「黒潮町「南海トラフ地震臨時情報」に係る防災対応方針」修正した。

今後も、訓練等により必要に応じ見直しするとともに、避難行動要支援者名簿に

係る個別避難計画に活用するなど、要配慮者の事前の避難に活かしていくとともに、

避難所の環境整備に努める。

また、地区サロンや各種集会等を活用し、町民への臨時情報の周知も行って行く。
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（２）命をつなぐ取り組み

まず、迅速な災害対応には早期の道路啓開が必要である。国道等の幹線道路は高

知県道路啓開計画に基づく対応が基本となっており、町内の建設会社も応急期には

その対応が優先される。その後の対応として、町道等の道路啓開作業への繋がりを

検討しておく。

未耐震施設となっている避難所については耐震化を進めるとともに、避難所運営

マニュアルを整備し、訓練検証することにより災害時の円滑な避難所運営を目指す。

また、緊急避難場所や避難所において必要な資機材等整備を進め、環境を充実させ

ていくことで避難者の身体的、精神的な負担の軽減を図る。併せて、備蓄品、防災

倉庫の整備についても対象者の意見を聞きながら、避難生活を想定した整備に努め

る。

また、地震直後の強い揺れや津波から助かった命をつなぐ迅速な応急活動や医療

救護活動を行うため、防災拠点施設や災害時の医療救護活動体制の整備を進める。

その取り組みの一つとして、カーボンニュートラルと連動した自然エネルギーによ

る電力確保も推進していく。

応急対応能力を高めるため地震発生後の被害を想定した初動体制を確立するた

めの訓練を実施する。

① 道路啓開計画検討

南海トラフ巨大地震発生後には、揺れや津波により各地で道路の寸断や断絶が発

生し、負傷者の救助や救出、物資の輸送等に支障が出ることが想定される。高知県

道路啓開計画では、防災拠点に至るルートの早期復旧を優先する方向で計画が平成

２８年２月に策定された。

計画の実効性を確保するためにも、日ごろからの国・県を交えた町内建設業者と

の協議を進める。また、大規模災害時の町内建設業者と町災害対策本部との通信を

確保する機器を整備し、訓練等により通信網を確保するとともに機器使用の習熟を

図っていく。

② 避難所環境整備等

耐震化できていない町有施設や地区保有施設に関して、耐震診断を実施し、順次

耐震工事を進める。耐震化された施設については、避難所として指定し地域防災計

画に反映するとともに避難所運営マニュアルを作成し、資機材の整備を図っていく。

さらに、避難所の生活環境を抜本的に改善するよう、国・県のさらなる支援を求め、

実績（R6） 目標（R9）

防災拠点施設整備数（消防屯所） 7 箇所 8 箇所
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町財政に注視しながら進めていく。一時避難場所についても、地区防災計画の取り

組みの中で協議を行い、風雨を凌ぐための必要な整備を行っていく。

また、発災後に避難者のみで避難所運営ができるように、避難者管理や物資管理

などについてのＩＣＴ化を検討していく。

③ 備蓄倉庫、備蓄品整備

避難者が比較的多いとされる緊急避難場所については、地区と協議の上で備蓄倉

庫を整備している。

また、主要の避難所を中心に食糧、飲料水、その他生活用品の整備を行ったが、

備蓄品を更新する際のローリングの仕組みや全備蓄品を配備するための容積不足

が課題となっている。そのため、デジタル技術などを活用した包括的に管理できる

仕組みを構築すると共に被災時における支援、救援物資の受け入れを含めたスペー

スの確保等のため、防災倉庫などの施設整備、物流事業者等との協定の締結などを

目指す。

県の備蓄方針に基づき令和4年度に「黒潮町備蓄整備方針」を策定し、主要品目

の最低3日分の備蓄（流通備蓄含む）等を定めた。

食糧については、現在1万人の避難者に対する1日分の備蓄を整備しているが、

整備方針に基づき、流通備蓄を含む3日分の確保の検討や、その他の整備品の充足

を進めていく。

④ 防災拠点施設（消防屯所）の整備

災害時の地域における救援物資の受入、保管体制や救助、消火活動時の情報伝達

の迅速化を図るための防災拠点施設の整備を進める。また、平時から拠点施設を活

用した消防団、地域住民による自主防災活動を行うことで災害時の連携体制強化を

図り、災害に強い地域づくりを目指す。

⑤ 医療救護活動体制の整備

連携協定団体と災害時の医療体制の連携訓練を実施し、医療救護計画の実効性を

図る。また、町の詳細な行動計画の策定や医薬品の充実について引き続き取り組む。
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（３）復旧から復興

大規模地震発生後の対処としては、被災後間もない応急期対策の段階から本格的

な復旧計画を経て、各地区の個性、被災特性、被災住民のニーズに即した復興まち

づくりを進めることとなる。したがって、復興を見据えた応急期、復旧期の対応を

検討しておく必要がある。

大規模な被害が懸念される津波浸水地域では、発災前から地域の抱える自然災害

リスクや地区の特性、課題に対して復興の方針や手法を住民自らが考えるとともに、

関係団体の理解と協力についての合意形成が求められる。

町としても発災前にでき得る対策を洗い出すとともに、今後進められる高規格道

路の計画に内包できることがあれば、国に対して要望、要請しながら復興を見据え

た整備を進める。

発災後、復旧に向けて必要となる様々な機能について、あらかじめ機能ごとの必

要面積の算定とその配置を事前に調整すべく平成28年度に応急期機能配置計画案

を策定した。しかし、現在の計画案は町有地を中心として機能を配置しているため、

応急仮設住宅用地については用地に不足が生じており、新たな用地確保について検

討が必要となっている。

復旧・復興につながる応急期機能配置計画の見直し、防災・減災及び被災後の復

興計画につながる事前復興まちづくり計画の策定に取り組む。

① 応急期機能配置計画再検証

応急期機能配置計画を改めて整理するには、応急期機能配置計画に基づく個別計

画との整合や町の復興を見据えた調整が必要である。短期的な機能については、現

在の応急期機能配置計画に基づき各個別計画との整合を図り、機能の重複・不足を

解消していく。長期に及ぶ可能性のある応急機能については、その後の復興計画に

大きく影響を及ぼすことから応急期機能配置計画の見直しを含めた再検証を行う。

現在の配置では、公有地の利用可能な用地を中心として配置しているため用地に不

足が生じているが、様々な整備が進んできた現状における被災想定の見直しによる

必要面積の把握、機能別の外地計画の検討を行いながら、農地を含めた民有地の活

用（防災協力農地制度等の検討）等により、全体的な供給面積の充足を図っていく。

また、エリア毎の避難所収容人数の不足や応急仮設住宅用地の不足については、

高知県が中心となって広域調整が進められているが、町外での避難者受け入れ・用

地確保となれば、結果的に人口流出につながる懸念がある。そこで、山間地の空き

家の活用や災害公営住宅の建設等様々な可能性を検討する。

実績（R6） 目標（R9）

仮設住宅用地の確保面積 73,501 ㎡ 155,899 ㎡
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② 事前整備及び事前復興まちづくり計画への取り組み

浸水しない高さを確保した佐賀・大方道路が整備されることにより、災害時の円

滑な救助活動や物資輸送が期待される。また、本道路の事業化に伴い実施される周

辺整備に関する今後の計画において、町として事前に津波災害に備えた防災対策に

繋げていく。

被災後の迅速な復興に資するとされる事前復興まちづくり計画の策定にあたっ

ては、応急基機能配置計画と整合性を図りながら進めていく。

令和4年度から3年間で、佐賀地域の事前復興まちづくり計画を策定した。今後

は、計画策定までのプロセス等を検証し、大方地域への計画の広がりを検討してい

く。
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２．一般災害対策

（１）水防対策

近年、線状降水帯や台風に伴う集中豪雨により大規模な水害が全国的に頻発して

いる。本町は、ここ数年、人的被害や大きな物的被害を受けていないものの、気象

的にも、地形的・地質的にも水害の発生しやすい条件下にある。

水害が発生した場合、人命確保及び財産の被害を最小限にするためには、迅速か

つ的確な水防活動が重要であり、必要に応じ黒潮町水防計画を見直し、風水害や土

砂災害に対する取組を進める。

水防等に対する防災対応を可視化するための台風タイムラインを活用し、検証・

見直しを常に行っていく。

水防の改正により要配慮者利用施設の避難確保計画の作成や訓練の実施が義務

化されている。さらに県により、河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲（洪

水浸水想定区域）の指定がされたことにより、浸水区域内の要配慮者利用施設が増

加した。関係部署及び施設に計画の作成や訓練の実施を促していく。

① 土砂災害に対する取り組み

がけ崩れや土石流等のいわゆる土砂災害は、発生時刻･場所の特定が難しく、ど

の場所で危険が切迫しているか行政による把握や、避難に対する指示が困難な災害

といえる。

平成30年度から令和４年度にかけて土砂災害警戒区域等のある全地区（51地区）

で実施した洪水・土砂災害に関するワークショップにより、“いつ”（避難のタイミ

ング）と“どこへ”（避難する場所）を取り決めた自主避難計画を作成した。ワーク

ショップで検討された内容をそれぞれの地区の特性に沿った地区防災計画へ組み

込みを図り、総合防災訓練や出水期に活用し、見直し等を行っていく。

また、学校での防災教育プログラム（台風・大雨洪水・土砂災害防災教育）にも

積極的に関わっていく。

土砂災害対策としてのハード整備に関しては、危険箇所のがけ崩れ対策事業や治

山事業等の事前対策について継続的に県へ要望していく。

実績（R6） 目標（R9）

水害における要配慮者施設避難確保計画 17 30

91



② 風水害に対する取り組み

ここ数年、線状降水帯等の影響による集中豪雨などで大規模な被害が各地で発生

している。また、近年の台風は勢力が強く、大型化の傾向がある。こうした風水害

への対応については、気候の推移や規模を見越した早めの行動や不測の事態に備え

た体制整備が有効である。行政としての対応の抜け・漏れを防止するため、職員の

優先すべき行動をあらかじめ整理し、可視化しておくことで被害の最小化を図って

行く。まずは、台風接近時のタイムラインの職員への周知徹底を図り、シーズン終

了後には、検証・見直しを行い、より良いタイムラインへと仕上げていく。

③ 要配慮者利用施設における避難確保計画作成の取り組み

県により、河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲（洪水浸水想定区域）の

指定がなされ、1000年に一度起こるかどうかの最悪の事態が示され、これにより

浸水区域内の要配慮者利用施設が増えた。水防法により避難確保計画の作成が義務

付けられているため、関係部署と協力し、計画の作成や訓練の実施を施設に対して

促し、施設利用者の避難体制構築を支援していく。
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３．総合的対策

（１）各種計画、訓練、関係機関及び組織との連携

本町では、南海トラフ巨大地震に限らず様々な災害について国、県が策定する各

種計画に沿って各種計画書の作成を進め、その内容について、町としての必要性を

判断し、反映、調整しながら黒潮町地域防災計画に基づいた防災体系を構築する。

黒潮町総合防災訓練は、住民の参加率の向上を目指すとともに、全町避難訓練後

の地区別防災訓練がより住民主体となるようシフトしていく。また、職員防災訓練

は南海トラフ巨大地震を最優先の課題とし、その都度訓練の目的を明確にしたうえ

で計画性を持って実施する。

また、黒潮町総合防災訓練実行委員会の中で防災関係機関の各々の災害時の初動

の動きに対する計画内容を共有し、訓練によりその対応を検証することで、自主防

災会や消防団などとの連携のあり方、被災情報や指揮命令の伝達系統の確保等、被

災時の動きを確認しながら実効性の高い連携体制の確立を図る。

① 各種計画の策定、更新

町の防災に関する計画は黒潮町地域防災計画を中心として定めており、国、県の

各種計画が変更、策定された場合は、その内容が町に必要、有効であるかを判断し、

必要に応じ反映する。

また、黒潮町の防災については今後も黒潮町地域防災計画を核として進めていく

こととなるため、職員が理解することが重要であるが、内容が多岐にわたっており

全体的な理解には至っていない。そのため、大規模災害時の職員初動マニュアルを

作成し、関係する各種計画をまとめた冊子も各部署に配備し周知を図ってきた。今

後は、黒潮町総合防災訓練や職員防災訓練等を通じ、黒潮町地域防災計画や職員初

動マニュアルなどの各種計画の確認と更新を促し、必要に応じて修正・策定するこ

とで総合的な防災体制の構築を図る。

② 防災訓練

黒潮町総合防災訓練では、参加率を住民の防災意識の指標のひとつとしてお

り、訓練への参加率が４５％を超えるよう周知方法や訓練内容を見直していく。

また、総合防災訓練の中でも地区別で実施する防災訓練においては、地区の住民

が中心となって訓練に取り組むことが、被災後に地区が主体となって活動していく

実績（R6） 目標（R9）

黒潮町総合防災訓練参加率 32％ 45％
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ために重要となる。地区防災計画は今後も地域担当職員を中心として構築していく

が、訓練の実施は住民主体となるよう促していく。

職員防災訓練は南海トラフ巨大地震への対策、対応を重要かつ最優先の課題とし

て取り組む。被災地の経験を活かし、業務継続計画の整理や訓練前から各部局と情

報共有を図り、訓練のコンセプトや目的を明確にした上で計画性、継続性を持って

実施する。訓練等により災害時における状況に対応する法律がどのように影響する

かを関係部署で洗い出し、法的解釈の整理を進める。また、法律等により制限のか

かる行為については、大規模災害時の判断決定をどのようにするか事前に協議し確

定をする。

③ 関係機関との連携

大規模災害の対応においては、町と防災関係機関が相互に連携を図り、防災体制

を強化することが不可欠であり、黒潮町総合防災訓練時に組織する実行委員会での

協議により災害時における関係機関の初動対応計画の共有化を図り、訓練により実

行性を高め、災害に備えた応援要請、受入れに関する協定の締結による体制づくり

を進める。

また、防災関係機関との相互協力における業務遂行により、地区の自主防災会や

消防団などと情報共有による連携を図れるよう、指揮命令の伝達が可能かどうか情

報伝達手段の確認を行い、災害時に伝達系統が確保できるよう実効性の高い情報網、

体制の整備を行う。

（２）消防（団）力の充実、強化

黒潮町防災において縦串となる黒潮町消防団が、災害から黒潮町民の生命、身体

及び財産を守るべく、より迅速かつ効果的に対応できるよう消防（団）力を充実、

強化し、黒潮町の防災力を高める。

今後更なる高齢化の進展により要配慮者等の支援を必要とする者の増加が見込

まれることを踏まえると、南海トラフ巨大地震のような大規模災害に対応するため

には、地域の中で独立した指揮命令系統を有する実働部隊である消防団の役割はよ

り一層重要となってくる。

災害対策においては、消火栓などの現地施設や資機材の整備と併せ、平時から消

防団と消防署が連携をとりながら防災力を高めることが重要である。火災、地震、

津波、風水害等あらゆる防災の中核であり、地域のコミュニティにおいても中心と

なって活動する消防団は、地区防災計画の策定、見直しの中でもその経験に基づい

た意見を反映していくことが重要である。
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① 消防団充実強化

黒潮町消防団では、各種訓練により消火活動等の能力向上を図っているが、現場

経験が少なく、即応力の維持・向上が課題となっている。今後も、消防署と連携し、

より実践的な連携訓練や資機材使用の習熟を図り、さらなる現場対応力の向上を目

指す。

また、黒潮町総合防災訓練での訓練内容の決定や地区防災計画の策定など、地域

活動のあらゆる場面で消防団が参画していくことで地域担当職員、自主防災組織、

地域住民が一体となった災害に強い地域づくりを目指す。

消防施設、資機材については、火災発生時に迅速な消火活動が可能となるよう消

防水利の整備を進める。整備にあたっては地域の要望、消防署の意見等を総合的に

判断の上、緊急性、有効性の高い箇所から順次設置する。南海トラフ巨大地震をは

じめとする大規模災害に備え、住民の生命を守り現場での救助能力を高める必要な

資機材や最優先事項である消防団員自身の安全を守るための装備を各分団に順次

配備していく。

実績（R6） 目標（R9

消防団員数 260 290
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